
北九州市耐震改修促進計画の位置づけ

北九州市耐震改修促進計画の目的

資料4

・本計画は、耐震改修促進法第6条第1項の規定により、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた
めの基本的な方針」及び「福岡県耐震改修促進計画（以下「県計画」。）」に基づき策定するもので、
既存建築物の地震に対する安全性の向上を総合的かつ計画的に促進ことを目的とします。

・北九州市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため､耐震化の目標や施策、建築物の地震に
対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及などの事項を定め、耐震診断・改修の促進に関する施
策の方向性を示す計画として位置づけます。

■耐震改修促進法の概要

資料：国土交通省

■北九州市耐震改修促進計画の位置づけ（現行計画より）
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